
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

上小建設労働組合 

上田市国分７４１－７ 

０２６８－２２－２３６２ 

Home Page: http://www.e-kumiai.jp/ 

 自営業の方には、頭の痛い確定申告の時期となりました。 

組合ではそんな皆様のお手伝いをさせていただきます。 

相談は、ゆとりをもって対忚できるように予約制となっております。もちろん無料です。 

希望される方は、希望日時を組合へ電話予約お願いします。 

なお、３月に入りますと込み合いますので、早い時期の申し込みをお勧めします。 

【相 談 日】 ２月 ９日（水）～ ３月１５日（火）  

        ※２月２２日（火）３月１４日（月）３月１５日（火）健康診断の為午後のみ開催 

          ３月 １日（火）３月 ２日（水） 土・日・祝は相談会を行いません。 

【相談時間】 

午前 

９:００～ 

午後 

２:００～ 

１０:００～ ３:００～ 

１１:００～ ４:００～ 

 

【持 ち 物】  １．確定申告書  ２．印鑑  ３．帳簿類 

        ４．生命保険・地震保険・年金の証明書 

        ５．建設国保の支払い証明書 

        ６．昨年の申告書・決算書の控え 

        ７．医療費控除  → 領収書と合計金額 

        ８．住宅取得控除 → 金融機関発行の年末残高証明 

健康診断のお知らせ 

 

お知らせ 

 ２月に予定しておりました『組合

映画祭』ですが、今回は評判になっ

た映画がなかった為、中止とします。 

 

３月１４日（月） 

３月１５日（火） 

 

今年度最後の健康診断です。 

未受診の方は受診して下さい。 

※４０歳以上の方の特定健診は義務化されています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設国保の扶養家族の保険料は、１人につき月額

2,700 円ですが、組合員の配偶者以外でその年の４

月１日時点の年齢が 20 歳以上 65 歳未満の家族につ

いては、月額 6,200 円となっています。 

 平成 23 年 4 月 1 日時点の年齢が 20 歳、65 歳の

扶養家族がいる世帯は、４月度請求分より保険料が

自動的に変更となります。ただし、以下の項目に該

当する 20歳以上 65歳未満の家族は、保険料が 2,700

円に据え置かれます。 

１．日本国内の学校に在学する学生 

２．身体障害者、知的障害者、精神障害者 

３．病気療養中の方（平成 22 年 11 月 1 日以前よ

り平成 23年 2月 1日現在まで、病気により医

療機関に入院中の方） 

 １～３に該当する方は申請が必要となります。減

額は申請のあった月の翌月分からとなり、それ以前

に徴収した保険料を遡って減額することはできませ

ん。該当のご家族がいる場合は、早めに手続きをす

るようにして下さい。申請がないと保険料は減額に

なりません。 

詳細は組合へお問い合わせ下さい。 

 平成 20年 4月 1日より 75 歳以上の方と 65

歳以上 74 歳以下で、寝たきり等一定程度の障

害を持ち認定を受けた方は、組合員も家族も

全員後期高齢者医療制度に移行しています。 

新制度に移行する時期は、75 歳の誕生日と

同時に移行となります。 

建設国保の資格は、後期高齢者医療制度に

移行した日の翌日から喪失します。 

その後は、市町村から送付される新しい保

険証を使用することになります。 

新しい保険証は携帯に便利なカード型にな

り、1 人に 1 枚発行されます。 

組合員が建設国保の資格を喪失すると、家

族の方も建設国保の資格がなくなります。そ

のため、他の健康保険の扶養家族になるか、

市町村国保に加入することになります。 

ご不明な点等ありましたら、組合へお問い

合わせください。 

 

 

 

 次の事項に該当する方は、３月１８日（金）

までに組合へご連絡ください。 

 

● 一人親方労災保険に加入したい 

● 基礎日額を変更したい 

● 一人親方労災保険をやめたい 

● 一人親方労災保険に加入している方で、 

１．労働者を雇っている方 

２．元請工事をされる方 

☆基礎日額の変更については、年度途中ではで

きません。変更希望のある方は、この時期にお

申し出下さい。 

 

 

 組合にて労働保険を委託している事業主のみ

なさんには、更新書類を３月中旬から３月下旬

に掛けて郵送しますので、必ず期限までに提出

して下さい。 

 年度更新スケジュール 

３月中旬   書類発送 

        ↓ 

５月６日  書類提出締切 

        ↓ 

６月中旬   更新結果書類送付 

        ↓ 

７月中旬   第１回保険料引落し 

新年度に向け、仕事面も生活面も何かと忙しい時期です。

必要な手続きは忘れずに行なって下さい。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上田市民の方にはとてもお得な制度です。先着順となりますので、お早めにご準備下さい。 

２２年度の予算は 1,000万円ですが、１月２４日現在で９割の申し込みとなっているようです。 

来年度も総額 9,000万円の予算が予定されています。 

お施主さんにも大変喜ばれる制度ですので、この機会に営業に出てみてはいかがですか。 

３６５日 １泊朝食付き ５,２５０円 更に組合補助２,０００円！ 

宿泊された方からも好評の声を頂いております。 

詳細は組合パンフレットをご覧ください。 「お客様満足度ランキングベスト 5」 

 

1位  アイソネット草津 （前月 1 位→） 

・イタリアンがよかった。四季倶楽部の中で一番かも。 

東京の高級レストランで食べるより美味しいと思います。 

2位  軽井沢東昇荘 （前月 4 位↑） 

・部屋も広くスタッフの対忚も素晴らしい。 

今度はサイクリング等も楽しみたいと思います。 

3位  熱海青青荘 （前月 5 位↑） 

・建物が風情があって良い。 

和風の落ち着いた佇まいがとても癒されます。 

4位  飛騨高山荘 （前月 8 位↑） 

・どこも清潔感があり気持ちよく利用できました。 

食事の器も良かったです。 

5位  京都加茂川荘 （前月 6 位↑） 

・建物の外観が高級和室旅館のようで素敵である。 

庭がきれいで気持ちよかったです。 

ワンランク上のプレミアムプランもあります。 

１例 ： 最上階の角部屋で 12 畳＋10 畳＋8 畳の広さ。 

檜の内湯にジャグジー露天風呂付と贅沢を極めた貴賓室 

http://www.shikiresorts.com/institution/gunma/aisonet/aisonet.html
http://www.shikiresorts.com/institution/nagano/toshoso/toshoso.html
http://www.shikiresorts.com/institution/shizuoka/seiseiso/seiseiso.html
http://www.shikiresorts.com/institution/gifu/hidatakayamaso/hidatakayamaso.html
http://www.shikiresorts.com/institution/kyoto/kamogawaso/kamogawaso.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恒例の青年部スキーのつどいを１月２３日(日)に 

ｴｺｰﾊﾞﾚｰｽｷｰ場にて開催しました。参加者は、前年度 

より少ない１８家族４８名でした。当日は、丸一日 

自由行動なので、ご家族や各グループで思い思いに 

楽しんでいただきました。来年はもっとたくさんの 

組合員が参加してもらえるよう企画していきます。 

 

 

 

上記金額より、１人 3,000 円

の補助がでます。 

※ 扶養の範囲内５名まで 

※ 申請が必要となります。 

 
チケット料金改定のお知らせ（2011 年 4 月 23 日より） 

大 人 5,800円 → 6,200円          5,800円 

中高生 5,000円 → 5,300円          4,900円 

小 人 3,900円 → 4,100円          3,900円 

 

 

マジックキングダム

クラブ・パスポート 


